
《 東与賀中フォーマル(公の場にふさわしい身なり) 》   東与賀中学校生徒会 
 

令和６年９月 
 
１. 服装について 

(1) 学校指定の標準服を着用する。（令和６年度入学生までは新旧どちらの制服でも可能） 

スラックスタイプ 

【 夏服 】  

半袖シャツ 

スラックス 

【 合服 】  

長袖カッターシャツ 

スラックス 

【 冬服 】  

合服＋ブレザー（黒詰襟学生服） 

スカートタイプ 

【 夏服 】 

半袖シャツ 

スカート 

【 合服 】 

長袖カッターブラウス 

スカート 

【 冬服 】 

合服＋ブレザー（ボックス） 

    ・ インナーの色は、白黒紺灰の単色無地とする。 

・ 冬服の下にＶネックセーター、Ｖネックベストを着用してもよい。 

色は、黒紺の単色とし、着用の際には上着のそで、すそからはみ出さないものとする。 

しかし、校章入りのＶネックベストについてはブレザーを着ずに生活することができる。 

      また、防寒具として、黒タイツを着用してよい。厚さは１１０デニール以上。 

    ・ベルトは黒。スラックス丈は、すそが床につかない。 

    ・スカート丈は、膝が隠れる長さ。 

    ・手袋・マフラーは校舎の外で使用する。色の指定はないが、公の場にふさわしいもの。 

    ・ひざ掛けは、教室または体育館で使用する。色の指定はないが、公の場にふさわしいもの。 

     ロッカーで保管できるサイズ。 

    ・部活動の練習着は、顧問の判断で統一したものを使用する。 

      ・登校時は学校指定の標準服（下校時は各部活動で決められた服装のままでもよい） 

      ・日曜、休日等は各部活動で決められた服装で登下校することもできる。 

 (2) 学校指定リュックとスポーツバッグを使用する。 

(3) 登校時は必ず蛍光たすきを着用する。（送迎等に関わらず必ず） 

 

名  札 学校指定のものを左胸につける。（色は学年別） 

           

靴  下  白黒無地（市販のスクールソックス）を着用する。 

ただし、タイツを着用している場合は、靴下を着用しなくてもよい。 

・くるぶしが出るものは、けが予防のため使用しない。 

 

履 き 物 通学時は、白のアップシューズ（ひも付き・運動できる靴）を使用する。 

・スニーカータイプは、運動に適さないため使用できない。 

     校内では、指定のスリッパを使用する。（色は学年別） 

・靴、スリッパには記名をする。 

 

バッグ  学校指定リュックを使用する。 

     ・リュックに入らないときのみスポーツバッグを使用する。 

     ・リュック、スポーツバッグは変形等の加工をしない。 

     ・目印のため、各バッグこぶし大までのストラップ１つの使用はできる。 

 

２. 髪型について  

前髪は眉をこえない。眉にかかる場合は、ピンを使って止める。 

後ろは襟にかからない。肩にかかる場合は、耳より下の部分で１つもしくは２つ結びをする。 

髪ゴムの色は、黒紺茶で髪の色に近いもの。 

公の場にふさわしい髪型 

    ・ 中学生らしい清潔な髪型を心がける。 ・ 整髪料は使用しない。髪飾り、リボンは使用しない。 

   ・ 特殊な加工の髪型をしない。         ・ 眉への加工をしない。 


